
　

保
険
証
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
へ
移
行
し
、

令
和
６
年
12
月
２
日
W
か
ら
、
現
行
の
保
険
証
は
新
規
発
行
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
医
療
機
関
・

薬
局
を
利
用
す
る
際
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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情
報
提
供
に
同
意
す
れ
ば
、
医
療
機
関
で
特
定
健
診
結
果
や

薬
剤
情
報
を
医
師
な
ど
に
共
有
で
き
ま
す
。
口
頭
で
は
不
正
確

に
な
り
が
ち
な
医
療
情
報
を
正
し
く
伝
え
ら
れ
、
診
療
な
ど
に

生
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
自
分
に
適
し
た
医
療
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
に
処
方
さ
れ
た
薬
や
特
定
健
診
の
情
報
が
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
い
つ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
申
請
を
し
な
く
て
も
高
額
療

養
制
度
に
お
け
る
限
度
額
以
上
の
支
払
い
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
申
請
月
の
12
か
月
以
前
に
90
日
を
超
え
る
長
期
の
入

院
を
さ
れ
て
い
て
、
食
事
療
養
費
が
減
額
の
対
象
に
な
る
場
合

は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
連
携
す
る
こ
と
で
、

医
療
費
の
領
収
証
を
管
理
・
保
管
し
な
く
て
も
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
で
医
療
費
通
知
情
報
の
管
理
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
デ
ー

タ
を
自
動
入
力
す
る
こ
と
も
で
き
、
確
定
申
告
時
の
医
療
費
控

除
申
請
が
簡
単
に
な
り
ま
す
。

　

就
職
や
転
職
、
引
っ
越
し
を
し
て
も
、

保
険
証
の
切
り
替
え
を
待
た
ず
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
受
診
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
保
険
者
へ
の
加
入
や
脱
退
の
届
け

出
は
、
引
き
続
き
必
要
で
す
。

※�

届
け
出
後
の
情
報
が
反
映
さ
れ
る
ま

で
は
日
数
を
要
し
ま
す
。

　会社員、公務員、教職員とその扶養家族
が加入できる医療保険制度です。保険者（保
険を提供する側）は、会社や団体となります。社会保険は
さらに、勤め先によって以下の 3種類に分類されます。
（１）組合健保
　�主に大企業に勤める会社員が加入。
（２）協会けんぽ
　�主に中小企業に勤める会社員が加入。
（３）共済組合
　公務員や教職員が加入。

　自営業者や年金生活者、非正規雇用者など、社会保険や
後期高齢者医療制度の加入者以外の人が加入する医療保険
制度です。保険者は自治体または特定の組合です。

　75歳以上の全ての人と、65歳以上で一定の障がいが
ある人を対象とした医療保険制度です。保険者は都道府
県単位で設けられた広域連合です。
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　医療機関・薬局を利用する際は、受付にあるカードリーダーをご利用ください。顔認証か、
４桁の暗証番号による本人確認が必要です。

STEP

STEP

STEP

YouTubeでも
使用方法が
確認できます▷

市役所本庁舎または総合支
所で、ロック解除やパスワー
ドの再設定ができます。ご
自分のマイナンバーカード
を持ってお越しください。
詳しくは市ホームページ（
20255）をご覧ください。

　マイナ保険証の登録は、医療機関や薬局、セブン銀行ATM、マイナポータル、当課窓口からできます。登
録にはマイナンバーカードと数字４桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書パスワード）が必要です。

STEP

STEP

STEP

「マイナポータルアプリ」を右記二
次元コードからインストール。

4 桁の暗証番号を入力し、マイナン
バーカードをスマホで読み取りま
す。暗証番号を忘れた場合は、右
下の B の説明をご覧ください。

右の画面の通りに進み、「マイナン
バーカードを健康保険証として登
録する」にチェックを入れ、登録
を押します。

　社会保険の加入者で有効期限が記載されていない場合は、最長で１年間（令和7年
12月1日まで）使用できます。詳しくは各保険者へお問い合わせください。

　なお、ICチップから不正に情報を読み出そうとした場合、自動的にICチップが壊れ、
読み出せなくなる仕組みになっています。

　また、銀行のキャッシュカードのように、マイナ保険証はカードの ICチップのほか、
顔認証や暗証番号を組み合わせることで情報を確認できる仕組みです。マイナンバー
カードだけでは情報を引き出すことはできませんので、ご安心ください。

カードリーダーにマイナンバー
カードを置く

 本人確認として、顔認証または暗
証番号のいずれかを選択します。

医師や薬剤師に提供する情報（過
去の診療・薬剤情報、特定健診情
報など）を選択します。

マイナポータルログイン後、
トップ画面で確認できます。

　マイナンバーカードの ICチップには、税や年金の情報、病歴などの
プライバシー性の高い情報は記録されません。

　12月２日以降、保険証の新規発行は廃止となり、保険の切り替えや住所変更など
で新しい保険証が必要となった場合でも発行できません。ただし、発行済みの保険証
は記載されている有効期限まで使用できます。

　引き続きマイナ保険証をご利用ください。�また、保険証の有効期限を迎える前に「資
格情報のお知らせ」が交付されます。単体では利用できませんが、マイナ保険証が利
用できない医療機関などでもマイナ保険証と併せて提示することで、保険診療を受け
ることができます。大切に保管してください。
※�後期高齢者医療制度加入者は、マイナ保険証をお持ちの人でも令和 7年７月末ま
で「資格確認書」が交付されます。

　有効期限が切れる場合、申請は原則不要です。また、医療機関などで提示すること
で、これまでと同様に受診することができる「資格確認書」が交付されます。
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